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市長は、３月４日放映のテレビ朝日系列「スーパーモーニング」におい

て、まちづくり交付金事業に関する事前住民合意に係り、①広報紙、②

アンケート、③住民説明会を通じて事前説明をした旨発言した。前記①

、②、③を通じて事前説明をしたことを証する文書          
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２００８年３月２４日 

天草市長 安田公寛 様 

                         異議申立人   植 村 振 作 

 

異議申立書 

 天草市情報公開条例第１８条に基づき、次のとおり行政不服審査法による異議申し立てをす

る。 

 

１ 異議申立人の住所氏名等 

氏名  植村振作 （７１歳） 

住所  熊本県天草市本渡町広瀬1225-4 

 ２ 異議申し立てに係る処分 

異議申し立て人による２００８年３月５日付行政文書開示請求に対する平成２０年３月

１９日付行政文書一部公開決定 

３ 異議申し立てに係る処分があったことを知った年月日 

   ２００８年３月１９日 

４ 異議申し立ての趣旨及び理由 

（１） 異議申立の趣旨 

      ２００８年３月５日付行政文書開示請求に対する平成２０年３月１９日付行政文

書一部公開決定処分の取り消しと前記行政文書開示請求に対する真正な行政文書の

開示を求める 

（２） 異議申立ての理由 

     平成２０年３月１９日付をもって開示された文書は上記行政文書開示請求対象文

書には該当しない。開示された文書のうち、まちづくり交付金事業申請（平成１７

年３月１１日）前に発行された文書「広報ほんど」にはまちづくり交付金事業につ

いての説明記事は一言一句だになく、開示請求で求められた事前説明を証する文書

ではない。さらに、まちづくり交付金事業申請後に発行された「広報ほんど」及び

「市政だより」、ないし説明会又はその記録が事前説明を証する文書の開示を求め

た前記行政文書開示請求対象文書に該当しないことは明白である。 

さらに、天草市長安田公寛は、平成２０年３月１９日付をもって開示した文書の

全てを法廷（天草市まちづくり交付金事業差止・違法公金支出返還請求事件 熊本

地裁平成１８年（行ウ）第１３号）に書面で提出すると同時に、「住民周知、住民

説明会がなされていない」ことを答弁書陳述している。即ち、平成２０年３月１９

日付をもって開示した文書は事前の住民説明を証することのできない文書である。



それを事前の住民説明をしたことを証する文書として申請者に開示した。このこと

は虚偽の文書をもって開示請求に応えたことを意味する。かかる行為は、市長自ら

が、天草市情報公開制度にも謳われている市民の開示請求権および知る権利を否定

し、透明性の高い市政の確保を阻害し、市政に対する信頼性を損なわしめ、天草市

情報公開制度を否定するものである。 

よって、平成２０年３月１９日付行政文書一部公開決定処分の取り消しと２００

８年３月５日付行政文書開示請求に対する真正な行政文書の開示を求める異議申し

立てをするものである。 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

  下記の教示がなされた  

  「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６

０日以内に天草市長に対して異謙申立てをすることができます。 

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内に、天草市を被告として（訴訟において市を代表する者は天草市長

となります。）、提起することができます°ただし、異議申立てをした場合には、当該異

議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起し

なければなりません。」 

６ その他 

   事実証明のため、２００８年３月４日放映テレビ朝日系列「スーパーモーニング」にお

ける天草市長安田公寛の発言に係るDVDビデオ、天草市長安田が法廷に提出した答弁書及

び開示文書が既に法廷に提出されていたことを証する文書（乙５号証）を添付する。 
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